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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光束を偏向して被走査面を主走査方向に走査する偏向器と、該偏向器によって偏向され
た光束を前記被走査面に導光する結像光学素子とを備える光走査装置であって、
　前記結像光学素子のｆθ係数をｆθ、前記結像光学素子の焦点距離をｆｓ、前記偏向器
と軸上光束の主光線との交点を原点としたときの、該軸上光束の主光線と前記結像光学素
子の入射面及び出射面との交点の光軸方向における座標を各々Ｘ１０及びＸ２０、最軸外
光束の主光線と前記入射面及び前記出射面との交点の光軸方向における座標を各々Ｘ１ｍ

ａｘ及びＸ２ｍａｘ、前記結像光学素子の光軸上における肉厚をｄとするとき、
　　０．６５＜ｆθ／ｆｓ＜１．００
　　０．３０＜（Ｘ１ｍａｘ－Ｘ１０）／（Ｘ２０－Ｘ１０）＜０．４９
　　－０．２４＜（Ｘ２ｍａｘ－Ｘ２０）／（Ｘ２０－Ｘ１０）＜－０．０６
　　０．０５≦ｄ／ｆθ≦０．０７
なる条件式を満たすことを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
　前記結像光学素子の光軸上において、前記原点から前記出射面までの距離をＴ２、前記
出射面から前記被走査面までの距離をＳｋとするとき、
　　０．２０≦Ｔ２／Ｓｋ≦０．３０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１に記載の光走査装置。
【請求項３】
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　前記結像光学素子の副走査断面内における近軸横倍率をβｓとするとき、
　　３．０＜｜βｓ｜＜４．０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１又は２に記載の光走査装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の光走査装置と、該光走査装置によって前記被走査
面に形成される静電潜像をトナー像として現像する現像器と、現像された前記トナー像を
被転写材に転写する転写器と、転写された前記トナー像を前記被転写材に定着させる定着
器とを備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の光走査装置と、
　外部機器から出力されたコードデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力する
プリンタコントローラとを備えることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光走査装置に関し、例えばレーザービームプリンタ、デジタル複写機やマル
チファンクションプリンタ（多機能プリンタ）等の画像形成装置に好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　レーザービームプリンタ等の画像形成装置に搭載された光走査装置において、高精度な
画像情報の記録を行なうためには、被走査面全域にわたって像面湾曲が良好に補正されて
いると共にスポット径が揃っていること、及び入射光の角度と像高とが比例関係となる歪
曲収差（ｆθ特性）を有していることが求められている。
　光走査装置の走査光学系の副走査断面内においては、偏向器からの発散光束を所定の倍
率で被走査面に結像させる必要があり、主走査断面内に比べて屈折力が強くなる分、走査
光学系で生じる収差の補正は困難となる。
　さらに、画像形成装置のコンパクト化及び低コスト化に伴い、光走査装置にも低コスト
化が求められている。
【０００３】
　特許文献１乃至３は、光走査装置において、収差等の良好な補正及び低コスト化双方の
要望を両立するための手段を提案している。
　特許文献１は、走査光学系を１枚のトーリックレンズで構成し、像面湾曲、歪曲収差等
を良好に補正すると共に偏向器の製造誤差によるジッターや副走査方向のスポット径の像
高変化の影響を低減した光走査装置を提案している。
　特許文献２は、高精細な印字に適し、温度等の環境変化による性能への影響を低減する
為に、走査光学系を１枚のレンズで構成し、且つ入射光学系が回折光学面を有する光走査
装置を提案している。
　特許文献３は、部品点数を削減しても歩留まりの向上を図ることが可能な走査光学系を
提案している。
【０００４】
　光走査装置において低コスト化を図るためには、走査光学系にプラスチックの射出成形
によって製造されるトーリックレンズを用い、且つ一度の射出成形で得られるレンズの個
数を多くすることが有効であり、その為には、レンズの長さを短くすることが有効である
。しかしながら、一般に、レンズの長さを短くすることは、像面湾曲、歪曲収差等が悪化
することにつながる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－７６０１１号公報
【特許文献２】特開２００３－３３７２９５号公報
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【特許文献３】特開２００７－４５０９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで本発明は、走査光学系を１枚のレンズで構成し、像面湾曲及び歪曲収差を効果的
に補正することによって、高精細化及び低コスト化の両立が可能な光走査装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、本発明に係る光走査装置は、光束を偏向して被走査面を主走査方向に走査する
偏向器と、偏向器によって偏向された光束を被走査面に導光する結像光学素子とを備え、
結像光学素子のｆθ係数をｆθ、結像光学素子の焦点距離をｆｓ、偏向器と軸上光束の主
光線との交点を原点としたときの、軸上光束の主光線と結像光学素子の入射面及び出射面
との交点の光軸方向における座標を各々Ｘ１０及びＸ２０、最軸外光束の主光線と結像光
学素子の入射面及び出射面との交点の光軸方向における座標を各々Ｘ１ｍａｘ及びＸ２ｍ

ａｘ、結像光学素子の光軸上における肉厚をｄとするとき、
　　０．６５＜ｆθ／ｆｓ＜１．００
　　０．３０＜（Ｘ１ｍａｘ－Ｘ１０）／（Ｘ２０－Ｘ１０）＜０．４９
　　－０．２４＜（Ｘ２ｍａｘ－Ｘ２０）／（Ｘ２０－Ｘ１０）＜－０．０６
　　０．０５≦ｄ／ｆθ≦０．０７
なる条件式を満たすことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、走査光学系を適切に設計された１枚のレンズで構成することによって
、高精細化及び低コスト化を両立した光走査装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態に係る光走査装置の主走査断面模式図。
【図２】第１実施形態に係る光走査装置の主走査断面拡大模式図。
【図３】（ａ）数値実施例１に係る光走査装置における主走査方向の像面湾曲と像高との
関係、及び（ｂ）数値実施例１に係る光走査装置における像高の主走査方向のずれと像高
との関係を示した図。
【図４】（ａ）数値実施例２に係る光走査装置における主走査方向の像面湾曲と像高との
関係、及び（ｂ）数値実施例２に係る光走査装置における像高の主走査方向のずれと像高
との関係を示した図。
【図５】本発明に係る光走査装置が搭載された画像形成装置の要部断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る光走査装置について図面に基づいて説明する。なお、以下に示す図
面は、本発明を容易に理解できるようにするために、実際とは異なる縮尺で描かれている
場合がある。
【００１１】
　なお、以下の説明において、主走査方向は、偏向器の回転軸及び光学系の光軸に垂直な
方向に対応し、副走査方向は、偏向器の回転軸に平行な方向に対応する。また、主走査断
面は、副走査方向に垂直な断面に対応し、副走査断面は、光学系の光軸及び副走査方向を
含む断面に対応する。従って、主走査方向及び副走査断面は、光学系によって変わること
に注意されたい。
【００１２】
　上述したように、光走査装置の製造コストを低減するために、走査レンズの枚数を最小
限にする、すなわち、走査光学系（結像光学系）を１枚の走査レンズ（ｆθレンズ）で構
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成することが有効である。そして、その１枚の走査レンズを、プラスチック材料の射出成
形によって製造されるトーリックレンズとし、レンズの長さ及び肉厚を低減し、一度の射
出成形で取れるレンズの個数を多くする事が好ましい。
【００１３】
　走査レンズの長さ及び肉厚は、走査レンズを偏向器になるべく近づける事によって、低
減させることが可能となる。
　一方で、走査光学系のバックフォーカスを短くすると、所定の印字領域を確保する為に
、最大像高に到達するための偏向器の回転角は大きくなり、走査レンズの大型化につなが
る。従って、走査レンズのサイズを低減する為には、走査レンズを偏向器になるべく近づ
け、且つ、走査レンズのｆθ係数を大きくすることが好ましい。
　ここで、ｆθ係数とは、走査像高ｈとポリゴン回転角θｐｍから、ｈ／（２×θｐｍ）
という値で定義され、走査像高ｈとポリゴン回転角θｐｍとが比例関係にあることがわか
る。偏向器によって偏向される光束が完全な平行光である場合には、ｆθ係数は走査光学
系の焦点距離と一致する。偏向器によって偏向される光束の収束度を変化させることで、
ｆθ係数は任意に変化させることができる。
【００１４】
　偏向器によって偏向される光束を屈折し、所定の像高に集光させるためには、走査レン
ズが凸の屈折力を有することが必要である。すなわち、高光学性能及び低コスト化を達成
するためには、バックフォーカスの長い走査光学系において、走査レンズの凸屈折力を大
きくする事が必要となる。
　そこで、入射光学系による光束の収束度と走査光学系の焦点距離とのバランスを取り、
更に走査レンズの非球面形状を、偏向点と、偏向される光束に対して同心円形状に近づけ
ることによって、高光学性能及び低コスト化を両立することができる。
【００１５】
　上述のように、走査レンズを偏向器に近づけることによって、走査レンズを小型化する
ことが可能となり、それに伴いコスト低減が可能となる。しかしながら、走査レンズを偏
向器に近づけることによって、走査レンズの副走査断面内の倍率が増加する。従って、偏
向器の製造誤差がある場合には、副走査断面内の印字位置ズレ（ピッチムラ）が大きくな
る。このため、偏向器、走査光学系及び被走査面との間において、走査レンズの小型化と
印字位置ズレとのバランスを取ることが必要となる。
【００１６】
　さらに、走査レンズの中心肉厚についても、適切に設定する事によって、光学性能と製
造コストとのバランスを取ることが必要である。
【００１７】
　入射光学系を構成するレンズとしては、一般的には、光源から射出される光束を主走査
断面内において略平行に変換するコリメータレンズと、副走査断面内において、光束を偏
向器の偏向面上に集光するために収束させるシリンダーレンズとが設けられる。これらの
２つのレンズの作用は、１つのアナモフィックコリメータレンズによっても行うことが可
能である。従って、コリメータレンズ及びシリンダーレンズを設ける代わりに、アナモフ
ィックコリメータレンズを設けることによって、光走査装置のさらなる低コスト化が可能
となる。さらに、アナモフィックコリメータレンズの一方の面を回折格子形状とする事で
、温度変化によるピント位置のずれを補正することが可能となる。
【００１８】
　次に、本発明に係る光走査装置について、図面を用いて詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る光走査装置１００の主走査断面模式図を示してい
る。
【００２０】
　光走査装置１００は、光源１、アナモフィックコリメータレンズ２、開口絞り３、偏向
器（ポリゴンミラー）４、走査レンズ（結像光学素子）５を備えている。
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【００２１】
　光源１は、例えば半導体レーザーから構成される。
　アナモフィックコリメータレンズ２は、光源１から出射した光束を、主走査断面内にお
いて略平行光束に変換し、副走査断面内において偏向器４の偏向面上に集光する。なおこ
こで、略平行光束とは、弱発散光束、弱収束光束及び平行光束を含むものとする。
　開口絞り３は、入射光束の主走査方向及び副走査方向の光束幅を調整している。
　なお、光源１、アナモフィックコリメータレンズ２及び開口絞り３によって、光走査装
置１００の入射光学系が構成される。
【００２２】
　偏向器４は、モータ等の不図示の駆動手段により図中の矢印Ａ方向に一定速度で回転す
る回転多面鏡であり、入射光学系から入射した光束を偏向反射する。
　走査レンズ５は、ｆθ特性を有するｆθレンズであり、偏向器４により偏向反射された
光束を被走査面６上に集光（導光）する。なお、走査レンズ５によって、光走査装置１０
０の結像光学系（走査光学系）が構成される。
【００２３】
　本発明に係る光走査装置１００では、以下の条件式（１）、（２）及び（３）を満足す
ることによって、小型化及び高光学性能双方を実現させることができる。
　　０．６５＜ｆθ／ｆs＜１．００　・・・（１）
　　０．３０＜（Ｘ1max－Ｘ10）／（Ｘ20－Ｘ10）＜０．４９　・・・（２）
　　－０．２４＜（Ｘ2max－Ｘ20）／（Ｘ20－Ｘ10）＜－０．０６　・・・（３）
【００２４】
　ｆθは、光走査装置１００の走査光学系のｆθ係数、ｆｓは、光走査装置１００の走査
光学系の焦点距離である。
　Ｘ１ｍａｘ、Ｘ２ｍａｘ、Ｘ１０及びＸ２０は、図２に示されている座標である。すな
わち、Ｘ１ｍａｘ（ｍｍ）は、主走査方向における最軸外像高に到達する光束（最軸外光
束）の主光線と、走査レンズ５の偏向器４側の光学面（入射面）との交点の光軸方向での
座標である。Ｘ２ｍａｘ（ｍｍ）は、最軸外光束の主光線と、走査レンズ５の被走査面６
側の光学面（出射面）との交点の光軸方向での座標である。Ｘ１０（ｍｍ）は、軸上像高
に到達する光束（軸上光束）の主光線と、走査レンズ５の偏向器４側の光学面との交点の
光軸方向での座標である。Ｘ２０（ｍｍ）は、軸上光束の主光線と、走査レンズ５の被走
査面６側の光学面との交点の光軸方向での座標である。なお、ここで原点は、偏向器４と
軸上光束の主光線とが交わる点である。
【００２５】
　条件式（１）は、光走査装置１００における走査光学系のｆθ係数と焦点距離との比を
表している。条件式（１）の上限を超えるほど走査光学系に入射する光束が発散傾向にな
ると、走査光学系の屈折力が強くなり、像面湾曲、ｆθ特性の光学性能が悪化する。一方
で、条件式（１）の下限を超えるほど走査光学系に入射する光束が収束傾向になると、走
査光学系の屈折力が弱くなり、光走査装置１００の大型化につながる。
【００２６】
　条件式（２）及び（３）は、走査光学系を構成する走査レンズ５において、走査最軸外
像高及び走査軸上像高それぞれを走査光が通過する各光学面の位置の間の、光軸方向にお
ける差を示しており、各光学面の非球面形状を表している。
　条件式（２）及び（３）を同時に満たすことによって、走査レンズ５の非球面形状が走
査光に対して同心円方向に近づき、収差の発生を抑えて光線を走査像高に導くことが可能
となる。
　条件式（２）の上限及び条件式（３）の下限を超えると、主走査断面内において、走査
レンズ５が両凸形状に近づく。この場合、正の屈折力が強くなり、像面湾曲、ｆθ特性等
の光学性能に悪影響を与えることになる。
　条件式（２）の下限及び条件式（３）の上限を超えると、主走査断面内において、走査
レンズ５が両凹形状に近づく。この場合においても、像面湾曲、ｆθ特性等の光学性能に
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悪影響を与えることになる。
　条件式（２）の上限及び条件式（３）の上限を超えると、走査レンズ５の負の屈折力が
増大し、像面湾曲、ｆθ特性が悪化する。
　条件式（２）の下限及び条件式（３）の下限を超えると、走査レンズ５の正の屈折力が
増大し、像面湾曲、ｆθ特性が悪化する。
【００２７】
　また、本発明に係る光走査装置１００は、以下の条件式（１）’、（２）’及び（３）
’を満足することがより好ましい。
　　０．７５＜ｆθ／ｆs＜０．９５　・・・（１）’
　　０．３０＜（Ｘ1max－Ｘ10）／（Ｘ20－Ｘ10）＜０．４７　・・・（２）’
　　－０．２２＜（Ｘ2max―Ｘ20）／（Ｘ20－Ｘ10）＜－０．０７　・・・（３）’
【００２８】
　本発明に係る光走査装置１００は、条件式（１）、（２）及び（３）を満たすことに加
えて、更に以下の条件式（４）、（５）及び（６）を満たすことが好ましい。
　　０．２０≦Ｔ２／Ｓｋ≦０．３０　・・・（４）
　　０．０５≦ｄ／ｆθ≦０．０８　・・・（５）
　　３．０＜｜βｓ｜＜４．０　・・・（６）
【００２９】
　Ｔ２は、偏向器４の偏向面から、走査レンズ５の被走査面６側の光学面までの距離であ
る。Ｓｋは、走査レンズ５の被走査面６側の光学面から、被走査面６までの距離である。
ｄは、走査レンズ５の肉厚である。βｓは、走査光学系の副走査断面内における近軸横倍
率である。
【００３０】
　条件式（４）は、走査レンズ５の位置に関する条件式を表している。条件式（４）の上
限を超えるほど走査レンズ５が被走査面６に近くなると、走査レンズ５の長さが大きくな
り、一度の射出成形で取れるレンズの個数が少なくなり、低コスト化の弊害となる。一方
で、条件式（４）の下限を超えるほど走査レンズ５が偏向器４に近くなると、副走査倍率
の増加に伴う印字位置ずれの敏感度が大きくなる。
【００３１】
　条件式（５）は、走査レンズ５の肉厚に関する条件式である。条件式（５）の上限を超
えるほど走査レンズ５の肉厚が大きくなると、一度の射出成形で取れるレンズの個数が少
なくなり、低コスト化の弊害となる。一方で、条件式（５）の下限を超えるほど走査レン
ズ５の肉厚が小さくなると、走査レンズ５の屈折力分担が大きくなり、像面湾曲、ｆθ特
性等の光学性能を良好に保つことが困難となる。
【００３２】
　条件式（６）は、走査光学系の副走査断面内における近軸横倍率、所謂副走査倍率に関
する条件式である。条件式（６）の上限を超えるほど副走査倍率が大きくなると、印字位
置ずれの敏感度が高くなる。一方で、条件式（６）の下限を超えるほど副走査倍率が小さ
くなると、走査レンズ５が大きくなり、一度の射出成形で取れるレンズの個数が少なくな
り、低コスト化の弊害となる。
【００３３】
　また、本発明に係る光走査装置１００は、以下の条件式（４）’、（５）’及び（６）
’を満足することがより好ましい。
　　０．２３≦Ｔ２／Ｓｋ≦０．２８　・・・（４）’
　　０．０６≦ｄ／ｆθ≦０．０７　・・・（５）’
　　３．２＜｜βｓ｜＜３．８　・・・（６）’
【００３４】
　表１は、光走査装置１００を構成する各光学部材に関する数値を示している。以下、表
１に記載の数値に基づく光走査装置１００を数値実施例１と称する。
【００３５】
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【００３６】
　また、表２は、光走査装置１００を構成する、数値実施例１とは異なる構造を有する各
光学部材に関する数値を示している。以下、表２に記載の数値に基づく光走査装置１００
を数値実施例２と称する。
【００３７】
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【００３８】
　なお、表１及び表２において、回転中心座標は、偏向器と像高０の軸上主光線との交点
を原点として示されている。また、「Ｅ－Ｎ」は、１０―Nを示している。
【００３９】
　また、光軸方向をＸ軸、主走査方向をＹ軸、副走査方向をＺ軸としたときの走査レンズ
５の母線方向の非球面形状は、以下の式（７）で表される。数値実施例１及び数値実施例
２に係る走査レンズ５の曲率半径Ｒ、離心率Ｋ、及び非球面係数Ｂ４乃至Ｂ１６はそれぞ
れ、表１及び表２に記載されている。
【００４０】
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【数１】

【００４１】
　また、走査レンズ５の子線方向の非球面形状は、以下の式（８）で表される。数値実施
例１及び数値実施例２に係る走査レンズ５の曲率半径ｒ、及び非球面係数Ｅ２乃至Ｅ１６
はそれぞれ、表１及び表２に記載されている。
【００４２】

【数２】

【００４３】
　数値実施例１及び数値実施例２に係る光走査装置１００では、走査レンズ５は正の屈折
力を有しており、プラスチックで構成されている。
　また、数値実施例１及び数値実施例２の走査レンズ５は、副走査断面内の曲率が、主走
査断面内の曲率とは異なる、所謂トーリックレンズで構成されている。数値実施例１及び
数値実施例２の走査レンズ５の副走査倍率はそれぞれ、－３．４及び－３．７となってい
る。
【００４４】
　表３は、本発明の数値実施例１及び数値実施例２に係る光走査装置１００、及び特許文
献１の実施例１に係る光走査装置における上述した条件式（１）乃至（６）との対応を示
している。
【００４５】

【表３】

【００４６】
　表３に示されるように、特許文献１の実施例１に係る光走査装置とは異なり、本発明の
数値実施例１及び数値実施例２に係る光走査装置１００は、条件式（１）乃至（６）全て
を満たしていることがわかる。
　特に、特許文献１の実施例１に係る光走査装置における条件式（４）の値は０．４１で
あり、これは、走査光学系が被走査面側にあることを意味している。すなわち、本発明の
数値実施例１及び数値実施例２に係る光走査装置１００の走査光学系が、従来の光走査装
置よりも偏向器側に位置しており、十分に小型化が図られている事を意味している。
【００４７】
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　図３（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ、数値実施例１に係る光走査装置１００における主走
査方向の像面湾曲と像高との関係、及び像高の主走査方向のずれと像高との関係（ｆθ特
性）を示している。
　同様に、図４（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ、数値実施例２に係る光走査装置１００にお
ける主走査方向の像面湾曲と像高との関係、及び像高の主走査方向のずれと像高との関係
（ｆθ特性）を示している。
　図３（ａ）、図３（ｂ）、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示されるように、数値実施例１
及び数値実施例２に係る光走査装置１００いずれにおいても、良好な収差、特性となって
いることがわかる。
【００４８】
　図５は、本発明に係る光走査装置（光走査ユニット）１００が搭載された画像形成装置
１０４の要部断面図を示している。
【００４９】
　画像形成装置１０４には、パーソナルコンピュータ等の外部機器１１７から出力された
コードデータＤｃが入力される。コードデータＤｃは、装置内のプリンタコントローラ１
１１によって、画像データ（ドットデータ）Ｄｉに変換される。画像データ（画像信号）
Ｄｉは、光走査ユニット１００に入力される。
　光走査ユニット１００からは、画像データＤｉに応じて変調された光ビーム１０３が射
出され、この光ビーム１０３によって感光ドラム１０１の感光面が主走査方向に走査され
る。
　静電潜像担持体（感光体）たる感光ドラム１０１は、モータ１１５によって時計廻りに
回転させられる。そして、この回転に伴って、感光ドラム１０１の感光面が光ビーム１０
３に対して、主走査方向と直交する副走査方向に移動する。感光ドラム１０１の上方には
、感光ドラム１０１の表面を一様に帯電せしめる帯電ローラ１０２が表面に当接するよう
に設けられている。そして、帯電ローラ１０２によって帯電された感光ドラム１０１の表
面に、光走査ユニット１００によって走査される光ビーム１０３が照射されるようになっ
ている。感光ドラム１０１は、上述の被走査面６の位置に配置されていると考えることが
できる。
【００５０】
　先に説明したように、光ビーム１０３は、画像データＤｉに基づいて変調されており、
この光ビーム１０３を照射することによって、感光ドラム１０１の表面に静電潜像が形成
される。静電潜像は、光ビーム１０３の照射位置よりもさらに感光ドラム１０１の回転方
向の下流側で感光ドラム１０１に当接するように配設された現像器１０７によってトナー
像として現像される。
　現像器１０７によって現像されたトナー像は、感光ドラム１０１の下方で、感光ドラム
１０１に対向するように配設された転写ローラ（転写器）１０８によって被転写材たる用
紙１１２上に転写される。用紙１１２は感光ドラム１０１の前方（図５において右側）の
用紙カセット１０９内に収納されているが、手差しでも給紙が可能である。用紙カセット
１０９の端部には、給紙ローラ１１０が配設されており、用紙カセット１０９内の用紙１
１２を搬送路へ送り込む。
【００５１】
　以上のようにして、未定着トナー像を転写された用紙１１２は、さらに感光ドラム１０
１の後方（図５において左側）の定着器１１８へと搬送される。定着器１１８は内部に定
着ヒータ（不図示）を有する定着ローラ１１３と、定着ローラ１１３に圧接するように配
設された加圧ローラ１１４とで構成されている。転写部から搬送されてきた用紙１１２が
定着ローラ１１３と加圧ローラ１１４の圧接部にて加圧されながら加熱されることにより
、用紙１１２上の未定着トナー像は定着される。更に定着ローラ１１３の後方には排紙ロ
ーラ１１６が配設されており、定着された用紙１１２を画像形成装置１０４の外に排出せ
しめる。
【００５２】
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　なお、プリンタコントローラ１１１は、画像データの変換だけでなく、モータ１１５を
はじめ画像形成装置１０４内の各部や、光走査ユニット１００内のポリゴンモータなどの
制御を行う。
【００５３】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、本発明の要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能である。
【符号の説明】
【００５４】
４　偏向器
５　走査レンズ（結像光学素子）
６　被走査面
１００　光走査装置

【図１】 【図２】
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【図５】
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